
１． 大阪市環境創造基金の残高等

②

③

④

⑤

⑥

２． 保有割合

⑧

⑨

⑩

 保有割合の算定根拠　

 運用型：運用益見込額÷事業費（次年度見込額）　

取崩型：基金残高÷事業費（次年度から終了年度までの見込額）

３． 事業一覧

合計 一般財源等 基金充当額

1 61,517,226 9,021,074 52,496,152 64% 54,850,391 243,043,682

2 8,000,000 0 8,000,000 64% 10,000,000 50,000,000

3 15,655,737 0 15,655,737 64% 2,292,000 4,577,000

4 1,445,730 0 1,445,730 64%

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

86,618,693 9,021,074 77,597,619 67,142,391 297,620,682

４．基金事業の目標に対する達成度

達 成 度 64%

成果指標
大阪市環境基本計画ならびに大阪市地球温暖化対策実行計画［区域施策編］に目標として定める、市域の温室
効果ガス総排出量の削減率（2013年度比）

成果実績 2019年度時点　21.2％削減（2013年度比）

目 標 値 2030年度時点　30％削減（2013年度比）

合　　　計

事業費
（終了まで）

環境教育推進事業

国連機関と連携した地域環境保全活動の展開

エネルギー戦略関連事業

地域との連携によるごみ減量・リサイクルの取組推進・拠点回収

事業費
（次年度）

番号 事業名
事業費

備考 達成度

事業費（次年度から終了年度までの見込額） 297,620,682

保有割合 0.739 =（⑧／⑨）

次年度の基金類型 取崩型 金額（単位:円） 備考

基金残高 220,033,055

⑦

基金残高 220,033,055 （＝①＋②＋③＋④－⑤－⑥）

内訳

うち、国費相当額 110,016,528

うち、地方負担相当額 110,016,527

うち、負担附寄附金等 0

返納額 0

基金執行額（処分額） 77,597,619 内訳は下表のとおり

その他収入 0

負担附寄附金等 0

148,810,341

基金運用益 9,992

うち、負担附寄附金等 0

（別紙）

金額（単位:円） 備　考

①

基金総額（前年度末基金残高） 297,620,682

内訳

うち、国費相当額 148,810,341

うち、地方負担相当額



事業番号 1

１．目的及び目標（値）

２．概要

３．根拠法令等

４．実施内容等

　複雑多様化した今日の環境問題の解決には、市民一人ひとりの環境問題についての理解と認識、環境保全のための積極的
な参加・行動が不可欠である。環境に関する教育及び学習の振興を図るとともに、市民、事業者又はこれらの者の組織する
団体の環境への負荷低減に資する活動を支援することにより、良好な都市の環境の保全及び創造並びに地球環境の保全に寄
与することを目的とする。
　また、大阪市環境基本計画ならびに大阪市地球温暖化対策実行計画〔区域施策編〕に目標として定める、市域の温室効果
ガス総排出量の削減率を成果指標とし、2027年度時点で2013年度比25%削減を目標とする。

・市民の環境保全意識の向上に向け、区役所、図書館等と連携するとともに、環境NGO/NPO、環境ボランティア等のネット
ワークを強化し、環境講座・イベント等の実施や環境学習情報サイトの運用による環境教育事業を展開する。

平成16年度　 環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律施行
平成20年度　 生物多様性基本法施行
平成24年度　 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行

・市民に身近な各区や図書館、小学校等で、環境学習講座・イベント等を実施した。
・地域における環境保全活動を支援し、市域における環境保全意識の高揚を図るため、大阪市エコボランティア制度を設
け、ボランティア制度へ登録したボランティアの方は、環境学習講座等の講師や運営補助を行うほか、自然体験観察園の維
持管理等を通じた様々な自然体験への参加等を行った。本市は、ボランティアの募集・登録等を行うほか、受託事業者に対
してボランティア研修の企画運営や環境啓発講座へ講師としてエコボランティアを斡旋する等の業務を委託した。
・本市ネットワーク事業（おおさか環境ネットワーク）に参画する団体等と連携し、環境学習講座やイベントを開催した。
・市内の幼稚園教諭及び保育士が、各園・所において指導者として子どもたちへの環境教育を自立的に行うことができるよ
う、幼児教育センターと共催で、座学だけでなくフィールドワークも取り入れた体験型プログラムを実施した。
・環境情報発信サイト「なにわエコスタイル」を通じて、ツイッター、フェイスブックも活用しながら、講座・イベント情
報、活動紹介を発信した。
・動画による環境学習コンテンツの追加などオンライン学習を実施した。
・大阪市生物多様性戦略のリーフレット等を活用し普及啓発を行った。
・若年層を対象とした普及啓発活動の一環として、市内の小学校において生き物調査を実施し、また、市民を対象とした身
近なところで市域生き物調査を実施した。

事 項 名 環境学習推進事業・大阪市生物多様性戦略推進事業 開始年度 平成26年度

担当部署 環境局　環境施策部　環境施策課 終了年度 令和9年度

令和３年度 事業報告書

事 業 名 環境教育推進事業 新規・継続区分 継続



事業番号 2

１．目的及び目標（値）

２．概要

３．根拠法令等

４．実施内容等

　2015年に国連（UN）で採択された、全世界の共通目標であり、本市においても全庁的に取組みを推進しているSDGs（持続
可能な開発目標）について、すべての主体の参加と協働のもと、重点的に取り組んでいく必要がある。2019年6月のG20大阪
サミットでは、海洋プラスチック汚染や持続可能な成長に向けてエネルギー転換と地球環境について議論された。
　そこで、環境分野における市民や事業者等のSDGsの取組みを推進するため、大阪市に拠点を置き、本市が活動を支援する
国内唯一の国連環境計画であるUNEP-IETC等との連携強化を図り、地域におけるSDGsの取組みを促進する。
　また、大阪市環境基本計画ならびに大阪市地球温暖化対策実行計画〔区域施策編〕に目標として定める、市域の温室効果
ガス総排出量の削減率を成果指標とし、2027年度時点で2013年度比25%削減を目標とする。

UNEP-IETCと連携した事業として下記2点を実施し、SDGsや国際的な環境問題について、市民や事業者等の理解を深めるとと
もに、SDGs取組みへの能動的な行動を促した。
・地球環境問題の解決、資源循環やサステナビリティの促進を目的としたUNEPサステナビリティアクションの支援を通じ
て、SDGsの取組みの収集や情報発信を実施した。
・地球環境問題への関心と環境分野におけるSDGsの取組みへのチャレンジを促すため、環境関連イベント等へ参加しSDGsの
取組みを発信した。

　本市が支援している国連環境計画 国際環境技術センター（UNEP－IETC）においては、2020年6月に「ＵＮＥＰサステナビ
リティアクション」という持続可能な社会を実現するためのプラットフォームを立ち上げた。国連、政府、企業、市民、そ
のほかの組織が横断的につながるプラットフォームであり、地球環境問題において、特に資源リサイクルの観点から持続可
能性を促進し、普段の暮らしに「サステナビリティアクション」を取り入れて実践することを啓発、促進している。
　2021年度は、日本と世界に向け、UNEPサステナビリティアクションの活動紹介や今後の戦略について広く啓発することを
目指し、本市が実施する「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」推進事業によるプラスチックごみ削減事業につながる会議
やイベントを通じた環境啓発活動や、UNEP-IETCがもつネットワークを活用した国際ワークショップを実施した。

事 項 名 国連環境計画（UNEP）国際環境技術センター（IETC）と連携した地域環境保全活動の展開 開始年度 令和元年度

担当部署 環境局　環境施策部　環境施策課（都市間協力担当） 終了年度 令和9年度

令和３年度 事業報告書

事 業 名 国連機関と連携した地域環境保全活動の展開 新規・継続区分 継続



事業番号 3

１．目的及び目標（値）

２．概要

３．根拠法令等

４．実施内容等

　地球温暖化対策の国際的な枠組み「パリ協定」がめざす「今世紀後半に温室効果ガス排出量の実質ゼロ」を達成するため
には、CO2排出量の大幅な削減が必要である。
　そのためには、CO2削減に資する先進的な環境技術や設備機器の導入、脱炭素型のライフスタイル・ビジネススタイルへの
変革、ローカルＳＤＧｓの形成等が求められるところであり、先導的な事例を形成し、それを活用した普及啓発活動による
導入拡大や、行動科学を活用し、心理的な活動障壁を低くすることで、地域特性を考慮した課題解決モデルを形成し、温暖
化問題のみならず様々な地域課題解決の端緒とすることも目的とする。
　また、大阪市環境基本計画ならびに大阪市地球温暖化対策実行計画〔区域施策編〕に目標として定める、市域の温室効果
ガス総排出量の削減率を成果指標とし、2027年度時点で2013年度比25%削減を目標とする。

エネルギー戦略関連事業として下記3点を実施し、市域のCO2排出量の大幅な削減につなげた。
①V2X技術（電気自動車から家やビル等へ電力を送る技術）を地域住民等に普及促進するため、区役所にモデルケースとして
導入する。V2Xの効果の体験や啓発を通し、市民・事業者の導入機運を醸成した。V2Xの普及は、再生可能エネルギーの導入
拡大のための電力需給調整力の向上や、災害時のエネルギーの低炭素化（太陽光で発電した電力を電気自動車に蓄えて使
う）に資するものとした。
②現在、地域環境保全活動で課題となっている様々な課題解決の端緒として活用可能なナッジ（行動科学）手法について、
地域特性を加味した、より効果的かつ汎用的なモデルを構築し、広く市域で活動する団体等に活用いただき、より一層の地
域環境保全活動の活性化、ひいては市域の温室効果ガス排出量の大幅な削減に資するものとした。
③再生可能エネルギーとともに、CO2フリーの燃料／原料としてのポテンシャルを有する水素について、環境イベント等で使
用する視覚広報ツールを作成し、水素に関する正しい知識の普及啓発を行い、水素の普及を促進した。

昭和54年度　エネルギーの使用の合理化等に関する法律
昭和55年度　非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律

①Ｖ２Ｘによる電力需給調整力の強化等に係る情報発信
　イベント等における効果の体験やV2Xの効果をまとめたリーフレットの配付などの情報発信を通じて、市民・事業者のV2X
技術に関する認知度の向上や導入機運の醸成を図った。効果の体験等には先導的事例の形成が必要であることから、電気自
動車から電力を供給するV2X技術のモデル施設として、太陽光発電を設置している区役所に電気自動車やV2X関連機器（給電
装置等）を設置した。
②-１ナッジを活用した新たなエネルギー社会の構築
　地域特性を加味した効果的かつ汎用的なナッジモデルの確立をめざし、省エネや再エネ、ローカルＳＤＧｓ形成等の選択
をテーマに具体的な事業の実施を通して、地域で特有な行動の引き金を明らかにし汎用化することで、地域環境保全活動に
取組む様々な団体、事業者等が活用できるツールとし、市域の環境保全活動のさらなる活性化につなげた。
②-２ローカルSDGs形成に向けたポテンシャル分析の実施
　ローカルSDGｓ形成に向けて、連携先の要件整理を行うために人間活動が地球環境に与える影響を示す指標であるエコロジ
カル・フットプリントを算定し、社会・経済活動による環境負荷及び生態系サービスの供給可能量がどの程度存在するか可
視化・数値化した。
③環境イベント等における水素啓発
　正しい知識の普及を図ることにより、市民等の社会受容性向上ひいては水素の利活用の拡大をめざし、リーフレット、パ
ネル、動画等の視覚広報ツールを作成し、環境関連イベント等で活用した。

事 項 名 V2Xによる電力需給調整力の強化等に係る普及促進事業・ナッジを活用した新たなエネルギー社会の構築推進・水素エネルギー社会の構築 開始年度 令和3年度

担当部署 環境局　環境施策部　環境施策課（エネルギー政策） 終了年度 令和9年度

令和３年度 事業報告書

事 業 名 エネルギー戦略関連事業 新規・継続区分 新規



事業番号 4

１．目的及び目標（値）

２．概要

３．根拠法令等

４．実施内容等

　大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済活動は、天然資源が枯渇するとの懸念や生態系の危機、温室効果ガスの排出
による地球温暖化など、様々な問題を引き起こしている。
　家庭系ごみの分別排出や事業系ごみの適正区分・適正処理のさらなる徹底を図るため、市民・事業者との連携・コミュニ
ケーションの活性化に努め、ごみの分別・リサイクルの取り組みを進める。
　また、大阪市環境基本計画ならびに大阪市地球温暖化対策実行計画〔区域施策編〕に目標として定める、市域の温室効果
ガス総排出量の削減率を成果指標とし、2027年度時点で2013年度比25%削減を目標とする。

・ごみの分別意識向上支援のため、イベント等の催事の際に、住民団体等にごみ分別ボックスを貸し出すことにより、地域
の環境保全実践活動への支援を行い、ごみの分別から地球環境問題への関心と環境分野におけるSDGsの取組みを促した。

・市民が自主的にリサイクルに取り組み、資源を有効利用する環境保全実践活動を支援するため、公共施設や民間施設に乾
電池、蛍光灯管・水銀体温計、使用済小型家電、インクカートリッジの回収ボックスを設置してごみの分別から地球環境問
題への関心と環境分野におけるSDGsの取組みを促した。

・昭和45年度　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

・平成27年12月1日　家庭から排出される水銀使用廃製品の分別回収ガイドライン

・大阪市内に活動拠点がある住民団体等が主催するイベント等の催事において、ごみ分別ボックスの貸し出しを実施した。

・新たに、市内全域の電機店において蛍光灯管の受付回収を導入することにより、地域住民も実践活動に参加しやすい環境
を整える。また、身近なごみの分別排出に関する知識の普及啓発を実施するとともに、実践活動に参加する市民へ回収場所
の認知度向上を図った。

事 項 名 地域住民との連携によるごみ減量等の取組推進・拠点回収 開始年度 令和3年度

担当部署 環境局　事業部　家庭ごみ減量課 終了年度 令和9年度

令和３年度 事業報告書

事 業 名 地域との連携によるごみ減量・リサイクルの取組推進・拠点回収 新規・継続区分 新規


